
議第３号 

 

      平成２８年度高山市一般会計補正予算（第７号）の専決処分について 

 

  平成２８年度高山市の一般会計の補正予算（第７号）を別紙とすることにつき、特に緊急を要し

議会を招集して議決を経る時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、平成２９年２月１３日専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求める。 

 

    平成２９年２月２８日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明 

 

 



                                                                   

 

 

   平成２８年度高山市一般会計補正予算（第７号） 

 

  平成２８年度高山市の一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２００，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ 

れぞれ４９，４５２，５９２千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  

歳入歳出予算補正」による。 

 

    平成２９年２月１３日専決 

                                                                    高山市長  國 島  芳 明 



歳　入 (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

18. 繰 入 金 ２，２２７，４８１ ２００，０００ ２，４２７，４８１

1. 基 金 繰 入 金 ２，２２７，４８１ ２００，０００ ２，４２７，４８１

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ４９，２５２，５９２ ２００，０００ ４９，４５２，５９２

歳　出 (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

7. 土 木 費 ９，１１０，１４７ ２００，０００ ９，３１０，１４７

2. 道 路 橋 り ょ う 費 ３，５０４，４３４ ２００，０００ ３，７０４，４３４

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ４９，２５２，５９２ ２００，０００ ４９，４５２，５９２

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正



平成28年度高山市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書
歳　入

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1. 財政調整基金繰入金 1,086,008 200,000 1,286,008  1. 財政調整基金繰入金 200,000 　　　　 　　　          200,000(1,086,008)

計 2,227,481 200,000 2,427,481

目
区     分 金   額

歳　出

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費 (単位：千円)
補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　明

国庫支出金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

5. 除雪対策費 1,084,200 200,000 1,284,200 200,000 13. 委託料 200,000 道路除雪委託料         190,000(950,000)

歩道除雪委託料           10,000(50,000)

計 3,504,434 200,000 3,704,434 200,000

一 般 財源 区   分 金   額
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